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で
し
た
。
有
力
な
本
両
替
は
船
場
地
区

を
筆
頭
に
、
大
坂
に
多
数
あ
っ
た
市
場

の
周
辺
や
小
売
店
の
多
い
大
坂
南
部
、

新
地
の
歓
楽
街
に
多
い
の
で
す
が
、
ほ

ぼ
大
坂
全
域
に
立
地
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
大
坂
の
本
両
替
と
は
ど
の

よ
う
な
人
々
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
内
容
や
資
本
規
模
に
は
か
な
り

の
差
異
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
共
通

す
る
業
務
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が

あ
り
ま
し
た
。

第
一
に
、
本
両
替
は
仲
間
の
運
営
す

る
金
相
場
（
庭
）
所
で
互
い
に
貨
幣
売

買
を
行
い
、
金
銀
銭
の
貨
幣
相
場
・
為

替
相
場
を
決
定
す
る
と
い
う
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
貨
幣
の
売
買
＝

両
替
は
三
貨
制
度
の
行
わ
れ
て
い
た
江

天
下
の
台
所
大
坂
。
江
戸
時
代
に
物

流
の
拠
点
だ
っ
た
大
坂
は
、
金
融
の
セ

ン
タ
ー
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
金
融
の
担
い
手
と
し
て
、
大
坂
に
は

本
両
替
と
い
わ
れ
る
商
人
が
多
数
存
在

し
ま
し
た
。
そ
の
人
数
は
宝
暦
期
（
一

七
五
一
〜
六
四
）
末
が
最
多
で
五
三
三

人
ほ
ど
、
近
世
後
期
に
は
一
〇
〇
人
か

ら
二
〇
〇
人
の
間
を
変
動
し
ま
す
。
彼

ら
は
仲
間
を
結
成
し
て
相
互
に
金
融
関

係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
他
地
域
に
な

い
活
躍
を
し
ま
し
た
。

一
八
世
紀
終
わ
り
頃
か
ら
大
坂
で
は

「
大
阪
両
替
手
形
便
覧
」
と
い
っ
た
名

称
の
一
枚
刷
が
多
数
発
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
本
両
替
の
手
形
を
取
り
扱

う
大
坂
商
人
の
名
前
と
店
の
場
所
を
記

し
た
も
の
で
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は

本
両
替
と
有
力
な
銭
両

替
が
中
心
で
す
。
文
化

四
年
（
一
八
〇
七
）
の

「
大
阪
両
替
手
形
便
覧
」

の
掲
載
者
数
は
四
四
九

名
、
大
坂
の
町
は
約
六

〇
〇
町
な
の
で
、
平
均

し
て
二
町
に
一
軒
は
本

両
替
の
手
形
を
扱
う
店

が
あ
り
、
身
近
な
存
在

三
貨
制
度
の
下
、
取
引
の
範
囲
が
広
範
化
・
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
、
専
門
的
に
信
用
を
供
与
す
る
業
者
が

必
要
と
な
り
、
両
替
商
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
近
世
初
期
に
財
力
の
あ
っ
た
京
都
・
伏
見
の
商
人
は
、

多
く
の
者
が
大
名
貸
に
手
を
出
し
、
焦
げ
付
い
て
破
産
。
代
わ
っ
て
中
核
を
な
し
た
の
は
、
全
国
の
商
品

集
散
地
と
し
て
富
を
蓄
積
し
た
「
天
下
の
台
所
」
大
坂
の
両
替
商
で
し
た
。
江
戸
に
も
三
井
家
を
は
じ
め

と
す
る
有
力
商
人
を
含
め
た
多
く
の
両
替
商
が
存
在
し
ま
し
た
が
、
数
に
お
い
て
も
凌
駕
し
、
近
世
信
用

シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
地
位
を
占
め
た
の
は
、
大
坂
両
替
商
で
し
た
。
大
坂
に
お
い
て
は
貨
幣
こ
そ
第
一
の

商
品
。
今
回
は
、
甲
子
園
大
学
の
中
川
先
生
に
、
高
い
金
融
技
術
を
持
っ
て
い
た
大
坂
両
替
商
に
つ
い
て
、

ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

貨
幣
の
歴
史
学

7
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／
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文化9年、河内屋宗兵衛・玉屋市兵衛発行
『大阪両替手形便覧』部分（貨幣博物館所蔵）。

貨
幣
売
買
と
相
場
の
形
成



木
戸
で
囲
い
込
ま
れ
た
特
定
の
場
所
・
金
相
場
（
庭
）
所
の
図
（『
日

本
唐
土
二
千
年
袖
鑑
』
よ
り
）。
も
と
も
と
は
有
力
な
御
用
両
替
屋
な

ど
の
店
の
前
の
道
で
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）。

目
（
明
治
期
に
は
二
丁
目
）
に
建
て
ら

れ
た
金
相
場
所
は
明
治
期
ま
で
続
き
、

そ
の
跡
地
は
大
阪
証
券
取
引
所
に
引
き

継
が
れ
ま
し
た
。

北
浜
金
相
場
所
に
は
ほ
ぼ
毎
日
、
本

両
替
の
主
人
ま
た
は
相
場
役
手
代
と
呼

ば
れ
る
手
練
の
者
が
集
ま
り
、
貨
幣
の

「
市
売
」（
せ
り
売
）
を
行
い
、
そ
の
結

果
と
し
て
触
相
場
と
い
う
貨
幣
相
場
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
貨
幣
売
買
は

次
第
に
長
期
化
し
、
寛
延
期
（
一
七
四

八
〜
五
一
）
頃
に
は
、
貨
幣
の
帳
合
取

引
も
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

触
相
場
は
大
坂
市
中
の
貨
幣
両
替
の

相
場
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
相
場
飛

脚
に
よ
り
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
西
日
本

各
地
の
基
準
相
場
と
な
り
ま
し
た
。
庶

民
の
生
活
に
関
係
の
深
い
銭
相
場(

銀
と

銭
の
両
替
相
場)
は
、
西
日
本
各
地
に
伝

え
ら
れ
、
そ
れ
を
や
や
銭
高
・
銀
安
に

人
為
的
に
「
仕し

掛か
け

」
を
し
た
通
用
銭
相

場
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
と
の

関
係
で
も
下
り
荷
の
決
済
上
金
銀
相
場

は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

本
両
替
の
仕
事
と
し
て
共
通
す
る
第

二
の
点
は
、
各
自
の
店
に
お
い
て
大
坂

や
周
辺
の
商
人
・
農
民
、
時
と
し
て
武
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戸
時
代
に
は
不
可
欠
の
行
為
で
す
が
、

本
来
有
力
な
御
用
両
替
屋
な
ど
の
店
の

前
の
道
で
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
次
第
に
木

戸
で
囲
い
込
ま
れ
た
特
定
の
場
所
で
十

人
両
替
の
管
理
の
も
と
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
金
相
場
所
の
成
立

で
す
。
享
保
期
（
一
七
一
六
〜
三
六
）

に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、

寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
北
浜
一
丁

も
の
と
し
て
流
通
し
ま
し
た
。
本
両
替

は
預
手
形
と
い
う
手
形
も
発
行
し
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
得
意
先
以
外
の
者
に
現

金
と
引
き
換
え
に
発
行
す
る
も
の
で
、

振
手
形
と
比
較
す
る
と
少
な
か
っ
た
こ

と
が
、
石
井
寛
治
先
生
の
御
研
究
に
よ

り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
大
坂
で
は
振
手
形
が
好
ま
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
理
由
は
一
つ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
貨
幣
は
真
偽
の
鑑
定
に
手

間
が
か
か
り
、
貨
幣
相
場
変
動
に
よ
り

損
失
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
銭

士
ま
で
「
得
意
先
」
と
し
て
金
融
取
引

を
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
備
後
町
四
丁

目
の
本
両
替
銭
屋
（
逸
見
）
佐
一
郎
の

場
合
、
得
意
先
は
天
保
九
年
（
一
八
三

八
）
段
階
で
二
〇
〇
軒
ほ
ど
、
木
綿
問

屋
や
古
手
屋
、
薬
種
中
買
や
干
鰯
仲
買

と
い
っ
た
大
坂
の
代
表
的
な
問
屋
・
仲

買
が
名
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
得
意
先
は
本
両
替
に
当
座

預
金
口
座
を
持
ち
、
そ
れ
を
根
拠
に
、

振
手
形
を
発
行
し
ま
し
た
。
振
手
形
は

本
両
替
を
「
宛
所
」
と
し
、「
振
先
」

と
し
て
渡
す
相
手
を
指
定
し
た
手
形

で
、
大
坂
で
発
達
し
た
の
で
大
坂
手
形

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
近
世
後
期
の

大
坂
で
は
、
こ
の
振
手
形
を
貨
幣
の
代

わ
り
に
商
売
や
家
計
上
の
支
払
い
に
あ

て
る
の
が
常
で
し
た
。
振
手
形
は
宛
所

の
本
両
替
だ
け
で
な
く
、
本
両
替
仲
間

の
メ
ン
バ
ー
な
ら
ど
こ
で
も
、
そ
し
て

近
世
後
期
に
は
先
に
挙
げ
た
「
大
阪
両

替
手
形
便
覧
」
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な

銭
両
替
や
有
力
町
人
で
も
貨
幣
に
換
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
振
手
形
に
対

す
る
大
坂
町
人
の
信
用
が
篤
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
人
か
ら
受
け
取
っ
た
振
手
形

を
そ
の
ま
ま
支
払
い
に
廻
し
た
り
、
取

引
先
の
本
両
替
の
当
座
預
金
に
預
け
る

と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
、
手
形
そ
の

活況を呈した江戸時代の両替
商の店頭。天秤で計量し、包
金銀を作っている様子などが
描かれている（右）（『元禄版
塵却記大全』より）。
分銅の形を模した両替商の看
板（下）（貨幣博物館所蔵）。

振
手
形
の
発
行

振
手
形
の
効
用

「歴史学は地域から出発する」を信念に、近世大坂
の経済や文化を研究される甲子園大学人文学部准
教授中川すがね先生。ご著書に『大坂両替商の金
融と社会』(2003年清文堂出版)。
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を
九
六
枚
（
こ
れ
で
一
〇
〇
文
）
と
か

九
六
〇
枚
（
こ
れ
で
一
貫
文
）
束
ね
た

銭ぜ
に

緡さ
し

な
ど
は
、
枚
数
を
数
え
る
の
も
運

ぶ
の
も
面
倒
で
す
。

何
よ
り
大
坂
の
本
位
貨
幣
は
銀
で
、

貨
幣
両
替
な
ど
の
基
準
と
な
る
の
は

「
銀
目
」
で
し
た
が
、
近
世
後
期
に
は

銀
は
ほ
と
ん
ど
世
間
に
存
在
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
徳
川

幕
府
は
銀
を
鋳
つ
ぶ
し
て
、
南
鐐

な
ん
り
ょ
う

二
朱

銀
な
ど
材
質
は
銀
で
あ
り
な
が
ら
金
と

し
て
扱
わ
れ
る
計
数
貨
幣
を
増
鋳
し
て

い
ま
す
。
幕
府
に
は
東
日
本
の
金
本
位

を
全
国
化
す
る
政
策
的
意
図
が
あ
っ
た

と
い
わ
れ
、
結
果
と
し
て
丁
銀
な
ど
は

い
わ
ば
「
影
法
師
」
と
な
り
、
手
に
入
れ

る
た
め
に
は
高
額
の
切
賃
（
手
数
料
）

を
要
す
る
有
様
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
幕

府
の
思
惑
と
は
違
い
、
大
坂
町
人
は
南

鐐
二
朱
銀
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
金
よ
り
安
い
値
段
で
取
引
し
、
ま
た

伝
統
的
か
つ
精
密
な
計
算
に
適
し
て
い

る
「
銀
目
」
を
価
値
基
準
と
し
て
放
棄

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
来
銀
目
で
あ
る

振
手
形
は
、
減
少
す
る
現
銀
を
補
完
し

て
銀
目
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
使
わ

れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
振
手
形
の
発
行
額
は
、

本
両
替
と
得
意
先
の
当
初
の
契
約
に
よ

っ
て
当
座
預
金
よ
り
か
な
り
多
く
発
行

さ
れ
る
こ
と
が
常
で
し
た
。
つ
ま
り
本

両
替
の
得
意
先
と
し
て
振
手
形
を
発
行

で
き
れ
ば
、
手
元
に
あ
る
資
金
以
上
の

額
を
商
売
の
運
転
資
金
と
し
て
使
う
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
自
己
資
本
の
六
、

七
倍
の
額
の
振
手
形
を
振
り
出
し
た
者

も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
坂
の
商
業
は
、
問
屋
商
人
が
生
産

地
や
廻
船
の
船
頭
に
前
貸
や
為
替
付
を

し
て
商
品
を
集
荷
し
、
仲
買
に
節
季
払

い
と
い
う
延
払
を
許
し
た
よ
う
に
、
金

融
行
為
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
大
坂
町
人
の
金
融
行
為

を
支
え
て
、「
天
下
の
台
所
」
の
繁
栄

を
支
え
た
商
業
金
融
の
根
幹
、
そ
れ
が

本
両
替
の
振
手
形
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

し
て
当
座
預
金
以
上
の
振
手
形
の
発
行

（「
振
過
」）
に
つ
く
「
日
歩
」
と
い
わ

れ
る
利
息
こ
そ
、
本
両
替
の
収
入
の
大

き
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で
し
た
。
文

政
二
年（
一
八
一
九
）
頃
の
日
歩
は
月
利

に
直
し
て
一
・
六
〜
一
・
八
％
で
、
当
時

の
貸
付
金
利
と
し
て
は
高
水
準
で
す
。

こ
の
振
手
形
が
広
く
流
通
し
た
の
は
、

大
坂
町
奉
行
所
の
裁
判
上
の
保
護
も
あ

り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
本
両
替
仲
間
と

い
う
民
間
組
織
が
振
手
形
の
流
通
と
決

済
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
て
い
た
そ
の
実

力
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
大
坂
町
人
も
「
銀
目
」
や

振
手
形
を
使
う
こ
と
で
、
幕
府
政
策
を

や
ん
わ
り
と
骨
抜
き
に
し
た
の
で
す
。

近
世
後
期
に
は
、
地
方
の
経
済
的
成

長
や
、
北
前
船
や
伊
勢
湾
岸
の
内う
つ

海み

船

な
ど
の
買
積
船
の
活
躍
に
よ
り
、
大
坂

を
必
ず
し
も
経
由
し
な
い
ア
ウ
ト
ロ
ー

的
な
流
通
が
展
開
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

大
坂
の
商
品
流
通
上
の
地
位
は
低
落
し

た
、
大
坂
は
衰
退
し
た
の
だ
と
い
う
説

が
あ
り
ま
す
。
一
方
本
両
替
の
振
手
形

明和南鐐二朱銀。材質は銀でありなが
ら金として扱われる計数貨幣で、額面
金額より素材価値を2割程度低くして
ある（貨幣博物館所蔵）。

信
用
社
会
の
成
立

振手形（貨幣博物館所蔵）。大坂町人丹波屋徳兵衛
が取引先である本両替播磨屋忠兵衛 (左)と有力銭屋
とみられる天満屋善九郎(右)に宛て、振り出したも
のである。左は明神丸という船、右は近久という町
人を振先として、手形を渡している。

天秤と分銅は、両替商にとって欠くことのできな
い道具。天秤は専ら東は「守

しゅ

随
ずい

」、西は「神
じん

」両
家調整のものが使用され、度々「秤改め」が行わ
れ正確が期せられた。分銅は大判座の後藤四郎兵
衛家が製作したものに限られ、一層厳しい「分銅
改め」が随時行われていた（貨幣博物館所蔵）。

天
下
の
台
所
を
支
え
た
も
の

分金以下の小額金
銀貨用の計量器具

天秤を支える木枠を鳥居と呼び、
これを組みほごすと、天秤、分銅
などすべてが台の小引出しに収納
できるように作られていた。

天秤

小槌

鳥居

金
かね

枡
ます

分銅

取鉢

天秤の上部（針口）を連打
して針口の震動を停止させ
るための道具

秤量される金銀を
入れる木鉢

分銅は、50・30・20・10・5・4・3・2・1両、5・4・3・2・1匁、5・
4・3・2・1分の19種をもって「一通り」といわれた。50と30両を除い
た17種を「一面」あるいは「一流」と呼び、普通の両替商はこの「一
面」があれば営業ができることになっていたと言われている。
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流
通
や
大
坂
の
問
屋
商
人
の
前
貸
機
能

が
伸
張
し
、
世
界
で
も
ま
れ
な
信
用
社

会
が
成
立
し
た
の
も
、
こ
の
時
期
な
の

で
す
。
私
は
、
幕
府
が
大
坂
経
済
に
介

入
し
た
天
保
改
革
期
や
幕
末
の
混
乱
期

を
除
き
、
大
坂
の
本
両
替
・
商
人
は
、

振
手
形
に
よ
る
資
金
回
転
の
加
速
を
利

用
し
て
前
貸
機
能
を
高
め
、
そ
う
し
た

新
興
勢
力
と
よ
く
闘
っ
た
と
考
え
て
い

ま
す
。

ま
た
大
坂
の
本
両
替
仲
間
の
内
に
は

領
主
の
掛
屋
・
蔵
元
な
ど
と
し
て
大
名

貸
な
ど
の
領
主
金
融
に
も
関
わ
る
者
が

い
ま
し
た
。
近
世
後
期
に
は
、
領
主
金

融
の
方
法
も
変
わ
っ
て
き
て
、
資
金
調

達
を
、
得
意
先
と
の
取
引
関
係
や
大
坂

に
多
数
存
在
し
た
「
口
入
人
」
と
い
う

仲
介
業
者
を
通
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
ま
す
。
本
両
替
と
大
坂
町

人
の
日
常
の
取
引
関
係
の
中
で
培
わ
れ

た
信
頼
関
係
が
、
小
さ
い
資
金
を
幅
広

く
集
め
て
ま
と
め
て
投
入
す
る
こ
と
を

可
能
と
し
、
踏
み
倒
し
な
ど
の
リ
ス
ク

の
高
い
領
主
金
融
の
続
行
を
可
能
に
し

ま
し
た
。
そ
の
金
融
技
術
は
経
世
家
海

保
青
陵
を
し
て
「
金
ヲ
取
ル
事
ハ
大
坂

ホ
ド
鍛
錬
ナ
ル
地
ナ
キ
也
」（『
綱
目
駁

談
』）
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
の
も
の
だ

っ
た
の
で
す
。

赤字=日本 黒字=世界 

●この頃イギリスで産業革命始まる 

 

 

 

1776 アメリカ独立宣言 

  

 

1789 フランス革命開始 

 

1804 ナポレオン皇帝即位 

1814 ウィーン会議(～1815) 

1823 モンロー宣言 

 

 

1840 アヘン戦争(～1842) 

 

1848 米西海岸で金鉱発見 

 

1714 正徳の金銀貨改鋳（正徳小判鋳造） 
1715 金銀の流出を防ぐため貿易額を制限 
　　（海舶互市新例） 
1716 享保の改革（～1745） 
1719 相対済し令 
 
1722 上げ米令。参勤交代を緩和（～1730） 
 
1730 藩札使用禁止一部解除 
1732 享保の飢饉 
1736 元文の金銀貨改鋳 
1739 鉄銭出現 
 
 
 
 
 
1765 量目5匁と定めた新種銀貨を発行 
       （明和五匁銀、近世最初の計数銀貨） 
1772 定量計数銀貨・南鐐二朱銀の鋳造開始 
　   （金貨の補助貨幣を意図して鋳造された金 
         代わりの銀貨） 
  
1782 天明の飢饉 
1783 浅間山大噴火 
1787 天明の打ちこわし 
1787 松平定信老中就任。寛政の改革（～1793） 
 
 
 
 
 
 
 
 
1825 異国船打払令 
 
1833 天保の飢饉(～1839) 
 

1841 天保の改革(～1843) 
1846 ビッドル浦賀に来航、通商要求 
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日本・世界 

 【家継】 

 【吉宗】 

 【家重】 

 【家治】 

 【家斉】 

 【家慶】 

正徳 
 

享保 
 
 
 
 
 

元文 

寛保 
延享 
寛延 
宝暦 
 
 
明和 

安永 

 
 

天明 

 

 

寛政 

 
享和 
文化 

 
文政 

 

天保 

 

弘化 

嘉永 

三貨制度の下、金銀の両替やそれら高額貨幣と小額貨幣で

ある銭貨との両替ニーズが高まり、取引が広範化・複雑化す

るにつれ、専門的に信用を供与する業者が必要になり両替商

が発達していった。「両替」とは、『両』(金貨)を他の貨幣に

『替える』ことに由来する。商業発展が進むとともに、両替

商には本来の両替業務のほかに、預金の受け入れ、手形の発

行・決済、金銭の貸し付け、為替の取り組み・決済などの信

用供与が求められ、金融業務を広く営むようになっていく。

江戸時代には、金貨・銀貨の交換に加え、幕府の公金や預

金・為替業務も行う「本両替」から、庶民を相手に小額貨幣

の両替を行う「銭両替」まで、資産規模、業務内容等、多種

多様な両替商が存在していた。

中でも、全国の商品集散地として富を蓄積した大坂両替商

は、独特の手形決済システムを確立し、巨額の信用供与を可

能とした。この金融システムの確立は、遠隔地間取引の拡大

によって増大した代金決済方法も改善させた。幕藩体制の確

立により、大坂から江戸に向けての一方通行の商品輸送が急

増し、決済に当たっては常に江戸から大坂へ代金を現送せね

ばならず、一方、大坂に蔵屋敷を置く諸藩大名はそこで換金

した蔵物代金の多くを江戸藩邸費用として送金する必要があ

り、これら逆方向の送金を為替で取り組むことにより、手形

のやりとりのみで金銀の現送を省くことができたのである。

大坂の本両替は三都の中でも最も数が多く、大坂町奉行が選

んだ特に信用のある「十人両替」は、幕府の金銀出納を司り、

幕命に従って傘下の本両替を統轄した。

本両替は、幕末までに手持ち資金の６～７倍もの手形を振

り出したともいい、正金銀額量を上回る信用創造を行ってい

た。初期的銀行の域に到達していたともいえるのである。

【参考】貨幣史の流れ──近世における金融システム

写真／貨幣博物館所蔵

銀五百目包み。一定量の施封さ
れた金銀貨は、包み紙に上書き
された金座・銀座・両替商名が
信用され、通常開封されずにそ
のまま授受されていた。


